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○栗原市園芸振興補助金交付要綱 

平成１９年３月２６日 

告示第２９号 

改正 平成２２年１０月２２日告示第１６１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市の園芸特産物等の生産振興を推進するため、市内に住所を有

する農業者団体及び生産組織等（以下「農業者団体等」という。）が行う園芸作物

振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において栗原市園芸振興補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関し栗原市補助金等交付規

則（平成１７年栗原市規則第３９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象事業等） 

第２条 補助金の交付対象となる事業の内容、その採択要件、事業及び年度ごとの補

助率等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に定める事業又はこれに類する事業に関し国又は

県から補助金の交付を受けるときは、交付対象としない。 

（事業計画の承認等） 

第３条 園芸作物振興事業を実施しようとする農業者団体等は、園芸振興に係る３箇

年計画を作成し、市長に栗原市園芸振興補助金事業計画書（様式第１号。以下「事

業計画書」という。）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の事業計画書を受理したときは、その内容を審査し、事業の承認又

は不承認を栗原市園芸振興補助金事業（承認・不承認）決定書（様式第２号）によ

り通知するものとする。 

（平２２告示１６１・一部改正） 

（交付申請） 

第４条 前条の規定により事業の承認を得た農業者団体等は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、事業を実施する年度ごとに、規則第３条に規定する補助金交付申

請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施計画書（様式第３号） 

(2) 収支予算書（様式第４号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第５条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、第３

条の規定により承認した事業計画書の内容に適合すると認めたときは、速やかに、

補助金の額を決定するものとする。 

２ 前項の場合において、適正な補助金交付を行うため必要があるときは、補助金の

交付に関し、次の条件を付すことができる。 

(1) 事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 
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(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

(3) 事業の遂行が困難であると認める特別な理由が生じた場合は、速やかに市長に

報告し、その指示を受けること。 

（実績報告） 

第６条 補助金に係る事業が完了した農業者団体等は、速やかに、規則第７条に規定

する補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(1) 収支決算書（様式第５号）又はこれに代わる書類 

(2) 事業実績書（様式第６号）又はこれに代わる書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（実績報告の審査等） 

第７条 市長は、補助金等実績報告書の提出を受けたときは、その事業の成果が補助

金の交付決定の内容に適合しているか調査しなければならない。 

（補助金の取消等） 

第８条 市長は、補助金の交付を受けた農業者団体等が、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は補助金を減額し、若しくは事

業の内容改善を命じることができる。 

(1) 第５条各号に定める条件を守らないとき。 

(2) 前条の調査の結果、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、園芸新規就農者支援事業を実施する認定就農

者が、第３条の規定により承認を得た事業計画書の事業計画期間内にその事業を中

止し、又は事業から撤退したときは、当該期間内に交付した補助金を返還させなけ

ればならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

（栗原市瀬峰地区園芸振興担い手育成支援事業実施要綱及び栗原市花山地区特産振

興促進事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

(1) 栗原市瀬峰地区園芸振興担い手育成支援事業実施要綱（平成１７年栗原市告示

第９４号） 

(2) 栗原市花山地区特産振興促進事業費補助金交付要綱（平成１７年栗原市告示第

９５号） 

附 則（平成２２年１０月２２日告示第１６１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この告示の施行前に改正前の栗原市園芸振興補助金交付要綱の規定によりした処

分、手続その他の行為は、改正後の栗原市園芸振興補助金交付要綱の相当の規定に

よってしたものとみなす。 

別表（第２条関係） 

（平２２告示１６１・一部改正） 

事業名 事業主体 採択要件 補助対象経費等 補助率等 

園芸振

興品目

導入事

業 

生産組織

等の団体 

１ 栗原市園芸振興

計画に定める園芸

振興作物を導入す

ること 

２ 導入する園芸振

興作物の販売を目

的とすること 

園芸作物導入に係る種子・苗木

等の購入費 

購入費（５０万円を超えると

きは、５０万円とする。）に右

欄に掲げる事業年度ごとの補助

率を乗じて得た額のうち市長が

定める額を補助するものとす

る。 

初年度 ３０

パーセント以

内 

２年度目 ２

０パーセント

以内 

３年度目 １

０パーセント

以内 

園芸新

規就農

者支援

事業 

新規就農

者 

１ 認定就農者であ

ること 

２ 新規に就農した

日の属する年度か

ら起算し、３箇年

以内であること 

３ 栗原市園芸振興

計画に定める園芸

振興作物を導入す

ること 

４ 導入する園芸振

興作物の販売を目

的とすること 

初年度 ５０

パーセント以

内 

２年度目 ３

０パーセント

以内 

３年度目 １

０パーセント

以内 
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様式第１号（第３条関係） 

（平２２告示１６１・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平２２告示１６１・一部改正） 

様式第３号（第４条関係） 

（平２２告示１６１・一部改正） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

 


